
「北九州市請負工事若手技術者・女性技術者表彰要綱」
等の改訂の概要

北九州市技術監理局
検査課

１ 表彰対象の改訂

簡略型検査の範囲を、請負金額が1,000万円未満の工事から1,500万円未満の工事に拡大したことを
受け、表彰対象の条件の１つを、「表彰候補者は、本市の発注する請負金額が1,500万円以上の工事
を受注した市内企業等に所属する者」とします（改訂前：請負金額が1,000万円以上）。

Ⅰ 主な改訂の概要

Ⅱ 改訂要綱等の適用対象
令和８年４月１日以降に契約した工事より、改訂要綱等を適用します。
※令和８年３月３１日以前に契約した工事は、改訂前の要綱が適用されます。

２ 登録申請書の提出時期の変更
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※ 改訂要綱等は、北九州市ホームページにも掲載しております。
URL：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/024_00003.html

３ 登録申請書の添付資料の変更

（１）請負工事契約締結後7日以内に、「北九州市請負工事若手技術者・女性技術者表彰候補者リス
ト登録申請書」を提出することが困難な工事がある（例：工場製作期間等がある工事）ため、同申
請書の提出時期を、「現場代理人、主任技術者等選任通知書を工事監督課へ提出する時」とします。

（２）表彰制度開始初年度の特例「令和7年4月1日時点で施工中の工事については、完成届提出前ま
でに申請書の提出を行う。」を削除します。

表彰候補者の所属事業所が特定できる資料として、「現場代理人・主任技術者等選任通知書の写
し」を追加します（これまでは、本市工事監督課に提出して頂いてましたが、申請者からご提出頂く
ようにします。
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